
 
 
　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 

※①のみ、②のみ、①と②を併せての申請も可能です。 

 

 新規就業若しくは新規創業した者への就労奨励金 

・６か月雇用定着した者とする。 

・転職の場合であっても生涯１回の奨励とする。

 
一律　５０，０００　円分

 
就業した日から６月を経過した日以降

 　 
 

 

 各種貸与型奨学金の償還額を助成 

・償還開始月から３６月（３年） 

・退職、市外転出の場合はその月から対象外とする。

 年額　１２０，０００円（上限）　　 

（月額　１０，０００円（上限）×１２月）　 

・半年賦等の償還方法の違いは月額換算し対応する。 
・助成期間　３年（３６月）

 
随時受付

 
助成申請年度の奨学金償還額が確定し、様式第４号の助成金請求書を提出してから

東かがわ市の未来を創る世代の就業及び定住を促進するため、就労初期における経済

的負担を軽減することにより、若者が居住地や就業地として本市を選び、いつまでも住み

続けたいまちとして選択できる持続可能なまちづくり推進を目的として助成するもの。

次のうちすべてを満たす者 

◇新規就業者若しくは新規創業者（就業先、創業先は市内、市外は問わない） 

高校・大学等に就学した者が令和３年度以降に卒業し、卒業後３年以内に就職、又は

創業した者であること。 

農業等その他の事業に従事する者、若しくは後継者として事業を継ぐ者も対象とする。 

◇助成金交付申請日に東かがわ市の住民基本台帳に記載されており、定住する意思が

あること。 

◇３０歳未満であること。（基準日を毎年度４月１日として、２９歳以下の者） 

◇正規常用雇用者であること。 

◇納期限の到来した市税等を完納していること。 

◇生活及び活動の拠点が本市にあること。 

 

申請書はホームページからダウンロードしてください。 

詳細は下記までお問い合わせください。 

769-2792　東かがわ市湊１８４７番地１ 

東かがわ市総務部地域創生課　しごと・にぎわいづくりグループ 

ＴＥＬ：０８７９－２６－１２７６　　ＦＡＸ：０８７９－２６－１３６６

就業した日から６月が経過し、 
様式第４号の助成金請求書を提出してから 
東かがわ Pay アプリ内に給付（市内加盟店で利用可能）

　（i Phone）     (Android)


